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(57)【要約】
【課題】両面テープに捩れ・気泡・隙間などを生じさせ
ることがなく優れた密閉性を確保することができる携帯
端末装置を提供すること。
【解決手段】携帯端末装置１００は、カメラ部１１３、
スピーカ部１１４、充電端子部１１６、キー操作部１１
７、アンテナ部１１８、メインディスプレイ１２１、及
びサブディスプレイ１２２の防水構造として、防水型両
面テープをエッジ状の突起で押圧する凸形状のリブを有
する。例えば、サブディスプレイ１２２は、ディスプレ
イ開口部１５１ａを有するディスプレイユニット１５１
と、ディスプレイユニット１５１表面に形成された凸形
状のリブ１５３を有する防水壁１５２と、凸形状のリブ
１５３を有する防水壁１５２の上面とサブディスプレイ
外装ケース１５５内面とを粘着する防水型両面テープ１
５４とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部を有する第１の部材と、
　前記第１の部材の前記開口部を取り囲む防水壁と、
　前記防水壁の上面に貼着され、前記防水壁で取り囲まれた空間を密封する第２の部材と
、
　前記防水壁と前記第２の部材とを貼着する防水型両面テープとを備え、
　前記防水壁は、前記防水型両面テープ側に突出する凸形状のリブを有する携帯端末装置
。
【請求項２】
　前記防水型両面テープは、前記凸形状のリブと前記第２の部材とに挟まれて押圧される
請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項３】
　前記凸形状のリブは、突出方向に対して直交する断面形状が、三角形状、頂部にＲ面取
を施した三角形状、又は半円形状である請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項４】
　前記凸形状のリブは、前記第１の部材の表面に一体成型される請求項１記載の携帯端末
装置。
【請求項５】
　前記凸形状のリブは、前記開口部を取り囲む前記防水壁の略中心に環状に形成される請
求項１記載の携帯端末装置。
【請求項６】
　前記第１の部材又は前記第２の部材は、筐体のケースである請求項１記載の携帯端末装
置。
【請求項７】
　前記第１の部材又は前記第２の部材は、ディスプレイパネルユニット、カメラユニット
、キーボードユニット、スピーカユニット、アンテナユニット、又は充電端子部のいずれ
かである請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項８】
　開口部を有する第１の部材と、
　前記第１の部材の前記開口部を取り囲む防水壁と、
　前記防水壁の上面に貼着され、前記防水壁で取り囲まれた空間を密封する第２の部材と
、
　前記防水壁と前記第２の部材とを貼着する防水型両面テープとを備え、
　前記防水壁は、前記防水型両面テープ側に突出する凸形状のリブを有する電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機などの携帯端末装置及びこれらを含む電子機器に関し、詳細には
、携帯端末装置の各部材の防水構造の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機などの電子機器の筐体は、内部に雨水等が侵入しない防水構造であることが
望まれる。電子機器の筐体は、例えば合成樹脂製のフロントケースとリアケースとで構成
され、両ケースの嵌め合わせ面にゴム製のＯリングなどの防水パッキンを介在させた状態
で嵌め合わせ方向に圧縮して防水を図る。また、ケースと所定部品とをゴムパッキンなど
の密閉材料で圧接して、埃や水分などの浸入を防止する方法がある。
【０００３】
　特許文献１には、タック性を有する両面テープを用いて部材同士を密着させる機器の密
閉方法が記載されている。
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【０００４】
　特許文献２には、ゴム製キーシートに凸形状のリブを設けるとともに、上カバーにも凸
形状のリブを設けるキーシート周辺部の防水構造を有する携帯端末装置が記載されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２０９３７６号公報
【特許文献２】特開２０００－１５１７７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような従来の両面テープを用いた防水構造では、密閉性能は両面テープの確実な貼
り付けにすべて依存している。両面テープが捩れること等により、密着が不十分な場合は
、密閉性能が極端に劣化して防水を保てない場合がある。また、両面テープは、貼り付け
時、気泡や隙間ができやすく、防水を保てない場合がある。特に、非常に狭い隙間で用い
られる両面テープでは、捩れや隙間が発生しやすい。
【０００７】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、両面テープに捩れ・気泡・隙間など
を生じさせることがなく優れた密閉性を確保することができる携帯端末装置及び電子機器
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の携帯端末装置及び電子機器は、開口部を有する第１の部材と、前記第１の部材
の前記開口部を取り囲む防水壁と、前記防水壁の上面に貼着され、前記防水壁で取り囲ま
れた空間を密封する第２の部材と、前記防水壁と前記第２の部材とを貼着する防水型両面
テープとを備え、前記防水壁は、前記防水型両面テープ側に突出する凸形状のリブを有す
る構成を採る。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、両面テープに捩れ・気泡・隙間などを生じさせることがなく優れた密
閉性を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態に係る携帯端末装置の斜視図
【図２】本実施の形態に係る携帯端末装置のサブディスプレイの構造を示す分解斜視図
【図３】本実施の形態に係る携帯端末装置のメインディスプレイの構造を示す分解斜視図
【図４】本実施の形態に係る携帯端末装置のキー操作部の構造を示す分解斜視図
【図５】本実施の形態に係る携帯端末装置の第１の筐体の充電端子部とスピーカ部の構造
を示す分解斜視図
【図６】図５のＡ－Ａ’矢視断面図
【図７】図５のＢ－Ｂ’矢視断面図
【図８】本実施の形態に係る携帯端末装置の第１の筐体のカメラ部とアンテナ部の構造を
示す分解斜視図
【図９】図８のＡ－Ａ’矢視断面図
【図１０】図８のＢ－Ｂ’矢視断面図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１２】
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　（実施の形態）
　図１は、本発明の一実施の形態に係る携帯端末装置の斜視図であり、図１（ａ）は、上
記携帯端末装置の表面から見た閉じ状態を示す斜視図、図１（ｂ）は、上記携帯端末装置
の裏面から見た閉じ状態を示す斜視図、図１（ｃ）は、上記携帯端末装置の裏面から見た
開き状態を示す斜視図である。なお、本明細書中において、「上方」とは、携帯端末装置
の表面を上方と見た場合をいう。
【００１３】
　本実施の形態は、携帯端末装置として、折畳み式携帯電話機／ＰＨＳ（Personal Handy
-Phone System）に適用した例である。また、折畳み式携帯電話機のほか、ＰＤＡ（Perso
nal Digital Assistants：携帯情報端末）、携帯ゲーム機などの携帯電子機器に適用でき
る。
【００１４】
　図１に示すように、携帯端末装置１００は、キー操作部１１７等を有する第１の筐体１
１０と、ＬＣＤディスプレイ等を有する第２の筐体１２０と、第１の筐体１１０と第２の
筐体１２０を開閉自在に連結するヒンジ部１３０とを備えて構成される。
【００１５】
　第１の筐体１１０及び第２の筐体１２０は、絶縁体である樹脂の成型品、例えば非導電
性のＡＢＳ樹脂により構成される。
【００１６】
　第１の筐体１１０は、携帯端末装置１００の背面を形成するリアケース１１１と、折り
畳んだ際に第２の筐体１２０に対向するフロントケース１１２とを備えている。リアケー
ス１１１とフロントケース１１２とを嵌め合わせることで、扁平なキャビネットである第
１の筐体１１０が構成される。
【００１７】
　リアケース１１１は、上部にカメラ部１１３と、中部右側にスピーカ部１１４と、下部
に電池を収容する電池蓋１１５と、底部に充電端子部１１６とを有する。カメラ部１１３
及び電池蓋１１５は、リアケース１１１と同色で同じ質感を与える樹脂材により形成され
る。
【００１８】
　第２の筐体１２０は、メインディスプレイ１２１と、外表面に設置されたサブディスプ
レイ１２２とを有する。メインディスプレイ１２１及びサブディスプレイ１２２は、ＬＣ
Ｄディスプレイ又は有機ＥＬ（Organic Electro-Luminescence）ディスプレイからなる。
【００１９】
　本実施の形態は、第１の筐体１１０及び第２の筐体１２０内部の各部品の防水構造に特
徴がある。
【００２０】
　図２は、上記携帯端末装置１００のサブディスプレイ１２２の構造を示す分解斜視図、
図３は、上記携帯端末装置１００のメインディスプレイ１２１の構造を示す分解斜視図、
図４は、上記携帯端末装置１００のキー操作部１１７の構造を示す分解斜視図である。
【００２１】
　〔サブディスプレイ１２２の防水構造〕
　図２に示すように、サブディスプレイ１２２は、ディスプレイ開口部１５１ａを有する
ディスプレイユニット１５１と、ディスプレイユニット１５１表面に形成された凸形状の
リブ１５３を有する防水壁１５２と、凸形状のリブ１５３を有する防水壁１５２の上面と
サブディスプレイ外装ケース１５５内面とを粘着する防水型両面テープ１５４と、サブデ
ィスプレイ外装ケース１５５とを備える。
【００２２】
　防水壁１５２は、ディスプレイ開口部１５１ａが開口したディスプレイユニット１５１
の表面とサブディスプレイ外装ケース１５５とを、防水型両面テープ１５４を介して密閉
する。防水壁１５２は、防水型両面テープ１５４側に突出する凸形状のリブ１５３を有す
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ることを特徴とする。凸形状のリブ１５３は、ディスプレイ開口部１５１ａを含む周囲を
環状に取り囲むことを特徴とする。凸形状のリブ１５３が、ディスプレイ開口部１５１ａ
等を環状に取り囲まないような態様、すなわち離散的な凸形状突起であると、却って密封
性を低下させる。
【００２３】
　凸形状のリブ１５３は、凸形状であればどのような形状でもよい。但し凸形状が、三角
形の頂部のように鋭角的なものであると、押圧時又は経年使用時に防水型両面テープ１５
４を損傷する虞があるため、後述する図６に示すように、半円形状のような曲面であるこ
とが好ましい。また、頂部にＲ面取を施した三角形状でもよい。
【００２４】
　また、凸形状のリブ１５３は、ディスプレイ開口部１５１ａの周囲を環状に取り囲んで
いればよく、少なくとも一つがあればよい。凸形状のリブ１５３を、環状に複数設けるこ
とも可能である。
【００２５】
　防水型両面テープ１５４は、両面接着のシート状密封材である。図２に示すように、あ
らかじめ密封しようとする表面の形状に合わせた型抜が施されている。
【００２６】
　サブディスプレイ外装ケース１５５は、第２の筐体１２０の外表面と一体感のある形状
の透過性樹脂により形成される。
【００２７】
　次に、サブディスプレイ１２２の組み立て方法について説明する。
【００２８】
　ディスプレイユニット１５１の表面には、凸形状のリブ１５３を有する防水壁１５２が
形成されている。
【００２９】
　防水壁１５２の上面に防水型両面テープ１５４とサブディスプレイ外装ケース１５５を
順に積層する。
【００３０】
　この状態でサブディスプレイ外装ケース１５５を上方から押圧する。押圧を受けて、防
水壁１５２の上面とサブディスプレイ外装ケース１５５内面とが、防水型両面テープ１５
４により粘着される。
【００３１】
　防水壁１５２の上面は、防水型両面テープ１５４のほぼ全面にわたって粘着される。こ
の粘着力を増加させるように、凸形状のリブ１５３が、当接箇所において防水型両面テー
プ１５４を特に強く押圧する。防水型両面テープ１５４は、凸形状のリブ１５３の当接箇
所において強い応力を受け、少し変形しながらサブディスプレイ外装ケース１５５に強く
密着する。防水型両面テープ１５４は、凸形状のリブ１５３とサブディスプレイ外装ケー
ス１５５とに挟まれて強い力で押圧される。これにより、防水型両面テープ１５４の密着
性が向上し、従って防水型両面テープ１５４の粘着性も向上させて、優れた密閉性を確保
することができる。
【００３２】
　また、凸形状のリブ１５３は、その凸部形状が防水型両面テープ１５４の捩れ・気泡・
隙間などの負要素を吸収するので、サブディスプレイ１２２の確実な密閉性が可能になる
。
【００３３】
　〔メインディスプレイ１２１の防水構造〕
　図３に示すように、メインディスプレイ１２１は、ディスプレイ開口部１６１ａを有す
るメインディスプレイユニット１６１と、メインディスプレイユニット１６１表面に形成
された凸形状のリブ１６３を有する防水壁１６２と、凸形状のリブ１６３を有する防水壁
１６２の上面と表示パネル１６５内面とを粘着する防水型両面テープ１６４と、透過性樹
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脂からなる表示パネル１６５とを備える。
【００３４】
　防水壁１６２は、ディスプレイ開口部１６１ａが開口したメインディスプレイユニット
１６１の表面と表示パネル１６５とを、防水型両面テープ１６４を介して密閉する。防水
壁１６２は、防水型両面テープ１６４側に突出する凸形状のリブ１６３を有する。凸形状
のリブ１６３は、ディスプレイ開口部１６１ａを含む周囲を環状に取り囲む。
【００３５】
　防水型両面テープ１６４は、両面接着のシート状密封材である。図３に示すように、デ
ィスプレイ開口部１６１ａの形状に合わせた型抜が施されている。
【００３６】
　次に、メインディスプレイ１２１の組み立て方法について説明する。
【００３７】
　メインディスプレイユニット１６１の表面には、凸形状のリブ１６３を有する防水壁１
６２が形成されている。
【００３８】
　防水壁１６２の上面に防水型両面テープ１６４と表示パネル１６５を順に積層する。
【００３９】
　この状態で表示パネル１６５を上方から押圧する。押圧を受けて、防水壁１６２の上面
と表示パネル１６５内面とが、防水型両面テープ１６４により粘着される。
【００４０】
　防水壁１６２の上面は、防水型両面テープ１６４のほぼ全面にわたって粘着される。ま
た、凸形状のリブ１６３は、当接箇所において防水型両面テープ１６４を特に強く押圧す
る。防水型両面テープ１６４は、凸形状のリブ１６３の当接箇所において強い応力を受け
、少し変形しながら表示パネル１６５に強く密着する。防水型両面テープ１６４は、凸形
状のリブ１６３と表示パネル１６５とに挟まれて強い力で押圧される。これにより、防水
型両面テープ１６４の密着性が向上し、従って防水型両面テープ１６４の粘着性も向上さ
せて、メインディスプレイ１２１において優れた密閉性を確保することができる。
【００４１】
　〔キー操作部１１７の防水構造〕
　図４に示すように、キー操作部１１７は、キートップ１７５に作用する押圧力でスイッ
チング動作させるキーシート１７１ａを支持するキーシート支持基板１７１と、キーシー
ト支持基板１７１表面に形成された凸形状のリブ１７３を有する防水壁１７２と、凸形状
のリブ１７３を有する防水壁１７２の上面とキートップ１７５内面とを粘着する防水型両
面テープ１７４と、キーパッド構造のキートップ１７５とを備える。
【００４２】
　防水壁１７２は、キーシート１７１ａを支持するキーシート支持基板１７１の表面とキ
ートップ１７５とを、防水型両面テープ１７４を介して密閉する。防水壁１７２は、防水
型両面テープ１７４側に突出する凸形状のリブ１７３を有する。凸形状のリブ１７３は、
キーシート１７１ａを含む周囲を環状に取り囲む。凸形状のリブ１７３は、凸形状であれ
ばどのような形状でもよい。
【００４３】
　防水型両面テープ１７４は、両面接着のシート状密封材である。図４に示すように、あ
らかじめ密封しようとするキートップ１７５の形状に合わせた型抜が施されている。
【００４４】
　キートップ１７５は、マトリクス状に、各キーが配列される。キートップ１７５表面は
、塗装、メッキ、刻印、又はイオンプレーティングにより、これらキーに対応するシンボ
ル，文字，数値などが形成される。また、キートップ１７５裏面は、各キーに対応する位
置に押し子となる弾性部材（図示略）がシリコン接着剤により強固に接着される。
【００４５】
　次に、キー操作部１１７の組み立て方法について説明する。
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【００４６】
　キーシート支持基板１７１の表面には、凸形状のリブ１７３を有する防水壁１７２が形
成されている。
【００４７】
　防水壁１７２の上面に防水型両面テープ１７４とキートップ１７５を順に積層する。
【００４８】
　この状態でキートップ１７５を上方から押圧する。押圧を受けて、防水壁１７２の上面
とキートップ１７５底面とが、防水型両面テープ１７４により粘着される。
【００４９】
　防水壁１７２の上面は、防水型両面テープ１７４のほぼ全面にわたって粘着される。こ
の粘着力を増加させるように、凸形状のリブ１７３が、当接箇所において防水型両面テー
プ１７４を特に強く押圧する。防水型両面テープ１７４は、凸形状のリブ１７３の当接箇
所において強い応力を受け、少し変形しながらキートップ１７５に強く密着する。防水型
両面テープ１７４は、凸形状のリブ１７３とキートップ１７５とに挟まれて強い力で押圧
される。これにより、防水型両面テープ１７４の密着性が向上し、従って防水型両面テー
プ１７４の粘着性も向上させて、優れた密閉性を確保することができる。
【００５０】
　また、凸形状のリブ１７３は、その凸部形状が防水型両面テープ１７４の捩れ・気泡・
隙間などの負要素を吸収するので、キー操作部１１７において確実な密閉性が可能になる
。
【００５１】
　図５は、上記携帯端末装置１００の第１の筐体１１０の充電端子部１１６とスピーカ部
１１４の構造を示す分解斜視図である。図５は、図４の第１の筐体１１０から、さらにフ
ロントケース１１２及びキーシート支持基板１７１、ヒンジ部１３０などを取り外してい
る。図６は、図５のＡ－Ａ’矢視断面図、図７は、図５のＢ－Ｂ’矢視断面図である。
【００５２】
　〔充電端子部１１６の防水構造〕
　図５及び図６に示すように、充電端子部１１６は、第１の筐体１１０のリアケース１１
１に開口した充電端子開口部１８１と、リアケース１１１裏面に形成された凸形状のリブ
１８３を有する防水壁１８２と、凸形状のリブ１８３を有する防水壁１８２の上面と電極
１８５とを粘着する防水型両面テープ１８４と、外部充電端子（図示略）が接触する電極
１８５と、電極１８５を収容するコネクタハウジング１８６とを備える。
【００５３】
　防水壁１８２は、充電端子開口部１８１が開口したリアケース１１１裏面と電極１８５
とを、防水型両面テープ１８４を介して密閉する。防水壁１８２は、防水型両面テープ１
８４側に突出する凸形状のリブ１８３を有する。凸形状のリブ１８３は、図５に示すよう
に、充電端子開口部１８１を含む周囲を環状に取り囲む。
【００５４】
　凸形状のリブ１８３は、凸形状であればどのような形状でもよい。押圧時の防水型両面
テープ１８４の損傷回避のため、図６に示すように、半円形状のような曲面であることが
好ましい。
【００５５】
　防水型両面テープ１８４は、両面接着のシート状密封材である。図５に示すように、あ
らかじめ密封しようとする表面の形状に合わせた型抜が施されている。
【００５６】
　次に、充電端子部１１６の組み立て方法について説明する。
【００５７】
　リアケース１１１の裏面底部には、凸形状のリブ１８３を有する防水壁１８２が形成さ
れている。
【００５８】
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　防水壁１８２の上面に防水型両面テープ１８４と電極１８５を順に積層する。
【００５９】
　この状態で電極１８５を上方から押圧する。押圧を受けて、防水壁１８２の上面と電極
１８５内面とが、防水型両面テープ１８４により粘着される。
【００６０】
　リアケース１１１裏面、すなわち防水壁１８２の上面は、防水型両面テープ１８４のほ
ぼ全面にわたって粘着される。この粘着力を増加させるように、凸形状のリブ１８３が、
当接箇所において防水型両面テープ１８４を特に強く押圧する。防水型両面テープ１８４
は、凸形状のリブ１８３の当接箇所において強い応力を受け、少し変形しながら電極１８
５に強く密着する。防水型両面テープ１８４は、凸形状のリブ１８３と電極１８５とに挟
まれて強い力で押圧される。これにより、防水型両面テープ１８４の密着性が向上し、従
って防水型両面テープ１８４の粘着性も向上させて、優れた密閉性を確保することができ
る。
【００６１】
　また、凸形状のリブ１８３は、その凸部形状が防水型両面テープ１８４の捩れ・気泡・
隙間などの負要素を吸収するので、充電端子部１１６において確実な密閉性が可能になる
。
【００６２】
　〔スピーカ部１１４の防水構造〕
　図５及び図７に示すように、スピーカ部１１４は、第１の筐体１１０のリアケース１１
１に開口したスピーカ開口部１９１と、リアケース１１１裏面に形成された凸形状のリブ
１９３を有する防水壁１９２と、凸形状のリブ１９３を有する防水壁１９２の上面とスピ
ーカユニット１９５とを粘着する防水型両面テープ１９４と、スピーカユニット１９５と
、スピーカユニット１９５に取り付けられたスプリングバネ１９６とを備える。
【００６３】
　防水壁１９２は、スピーカ開口部１９１が開口したリアケース１１１裏面とスピーカユ
ニット１９５とを、防水型両面テープ１９４を介して密閉する。防水壁１９２は、防水型
両面テープ１９４側に突出する凸形状のリブ１９３を有する。凸形状のリブ１９３は、図
５に示すように、スピーカ開口部１９１を含む周囲を環状に取り囲む。
【００６４】
　凸形状のリブ１９３は、凸形状であればどのような形状でもよい。押圧時の防水型両面
テープ１９４の損傷回避のため、図７に示すように、半円形状のような曲面であることが
好ましい。
【００６５】
　防水型両面テープ１９４は、両面接着のシート状密封材である。図５に示すように、あ
らかじめ密封しようとする表面の形状に合わせた型抜が施されている。
【００６６】
　次に、スピーカ部１１４の組み立て方法について説明する。
【００６７】
　リアケース１１１の裏面には、凸形状のリブ１９３を有する防水壁１９２が形成されて
いる。
【００６８】
　防水壁１９２の上面に防水型両面テープ１９４とスピーカユニット１９５を順に積層す
る。
【００６９】
　この状態でスピーカユニット１９５を上方から押圧する。押圧を受けて、防水壁１９２
の上面とスピーカユニット１９５内面とが、防水型両面テープ１９４により粘着される。
【００７０】
　リアケース１１１裏面、すなわち防水壁１９２の上面は、防水型両面テープ１９４のほ
ぼ全面にわたって粘着される。この粘着力を増加させるように、凸形状のリブ１９３が、
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当接箇所において防水型両面テープ１９４を特に強く押圧する。防水型両面テープ１９４
は、凸形状のリブ１９３の当接箇所において強い応力を受け、少し変形しながらスピーカ
ユニット１９５に強く密着する。防水型両面テープ１９４は、凸形状のリブ１９３とスピ
ーカユニット１９５とに挟まれて強い力で押圧される。これにより、防水型両面テープ１
９４の密着性が向上し、従って防水型両面テープ１９４の粘着性も向上させて、スピーカ
部１１４において優れた密閉性を確保することができる。
【００７１】
　また、凸形状のリブ１９３は、その凸部形状が防水型両面テープ１９４の捩れ・気泡・
隙間などの負要素を吸収するので、確実な密閉性が可能になる。
【００７２】
　図８は、上記携帯端末装置１００の第１の筐体１１０のカメラ部１１３とアンテナ部１
１８の構造を示す分解斜視図である。図８は、図１（ｂ）の第１の筐体１１０のリアケー
ス１１１から、カメラ部外装ケースを取り外している。図９は、図８のＡ－Ａ’矢視断面
図、図１０は、図８のＢ－Ｂ’矢視断面図である。
【００７３】
　〔カメラ部１１３の防水構造〕
　図８及び図９に示すように、カメラ部１１３は、カメラ開口部２０１ａを有するカメラ
ユニット２０１と、カメラユニット２０１表面に形成された凸形状のリブ２０３を有する
防水壁２０２と、凸形状のリブ２０３を有する防水壁２０２の上面とレンズ保護キャップ
２０５外周面とを粘着する防水型両面テープ２０４と、レンズ保護キャップ２０５と、カ
メラ部外装ケース２０６とを備える。
【００７４】
　防水壁２０２は、カメラ開口部２０１ａが開口したカメラユニット２０１の表面とレン
ズ保護キャップ２０５外周部とを、防水型両面テープ２０４を介して密閉する。防水壁２
０２は、防水型両面テープ２０４側に突出する凸形状のリブ２０３を有する。凸形状のリ
ブ２０３は、カメラ開口部２０１ａを含む周囲を環状に取り囲む。
【００７５】
　凸形状のリブ２０３は、凸形状であればどのような形状でもよい。押圧時の防水型両面
テープ２０４の損傷回避のため、図９に示すように、半円形状のような曲面であることが
好ましい。また、凸形状のリブ２０３は、カメラ開口部２０１ａの周囲を環状に取り囲ん
でいればよく、少なくとも一つがあればよい。凸形状のリブ２０３を、環状に複数設ける
ことも可能である。
【００７６】
　防水型両面テープ２０４は、両面接着のシート状密封材である。図８に示すように、あ
らかじめ密封しようとするカメラユニット２０１表面の形状に合わせた型抜が施されてい
る。
【００７７】
　カメラ部外装ケース２０６は、第１の筐体１１０のリアケース１１１の外表面と一体感
のある形状の樹脂により形成される。
【００７８】
　次に、カメラ部１１３の組み立て方法について説明する。
【００７９】
　カメラユニット２０１の表面には、凸形状のリブ２０３を有する防水壁２０２が形成さ
れている。
【００８０】
　防水壁２０２の上面に防水型両面テープ２０４とレンズ保護キャップ２０５、カメラ部
外装ケース２０６を順に積層する。
【００８１】
　この状態でカメラ部外装ケース２０６を上方から押圧する。押圧を受けて、防水壁２０
２の上面とレンズ保護キャップ２０５外周部とが、防水型両面テープ２０４により粘着さ
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れる。
【００８２】
　防水壁２０２の上面は、防水型両面テープ２０４のほぼ全面にわたって粘着される。こ
の粘着力を増加させるように、凸形状のリブ２０３が、当接箇所において防水型両面テー
プ２０４を特に強く押圧する。防水型両面テープ２０４は、凸形状のリブ２０３の当接箇
所において強い応力を受け、少し変形しながらカメラ部外装ケース２０６に強く密着する
。防水型両面テープ２０４は、凸形状のリブ２０３とレンズ保護キャップ２０５外周部と
に挟まれて強い力で押圧される。これにより、防水型両面テープ２０４の密着性が向上し
、従って防水型両面テープ２０４の粘着性も向上させて、優れた密閉性を確保することが
できる。
【００８３】
　また、凸形状のリブ２０３は、その凸部形状が防水型両面テープ２０４の捩れ・気泡・
隙間などの負要素を吸収するので、カメラ部１１３において確実な密閉性が可能になる。
【００８４】
　〔アンテナ部１１８の防水構造〕
　アンテナ部１１８は、表裏二面の防水構造を有する。
【００８５】
　図８及び図１０に示すように、アンテナ部１１８は、支持基板２１０に開口した給電端
子開口部２１１と、支持基板２１０表面に形成された凸形状のリブ２１３を有する防水壁
２１２と、凸形状のリブ２１３を有する防水壁２１２の上面とアンテナプレート２１５裏
面とを粘着する第１の防水型両面テープ２１４と、開口溝２１５ａを有するアンテナプレ
ート２１５と、電子部品が搭載された基板２１６と、基板２１６裏面に形成された凸形状
のリブ２１８（図１０）を有する防水壁２１７（図１０）と、凸形状のリブ２１８を有す
る防水壁２１７の上面とアンテナプレート２１５上面とを粘着する第２の防水型両面テー
プ２１９とを備える。
【００８６】
　支持基板２１０の給電端子開口部２１１には、給電端子２２０が臨んでおり、組み立て
後にアンテナプレート２１５に電気的に接続される。
【００８７】
　防水壁２１２は、給電端子開口部２１１が開口した支持基板２１０上面とアンテナプレ
ート２１５裏面とを、第１の防水型両面テープ２１４を介して密閉する。同様に、防水壁
２１７は、基板２１６裏面とアンテナプレート２１５表面とを、第２の防水型両面テープ
２１９を介して密閉する。
【００８８】
　防水壁２１２，２１７は、いずれも防水型両面テープ２１４，２１９側に突出する凸形
状のリブ２１３，２１８（図１０）を有する。凸形状のリブ２１３，２１８（図１０）は
、図８に示すように、給電端子開口部２１１及びアンテナプレート２１５の開口溝２１５
ａを含む周囲を環状に取り囲む。
【００８９】
　また、図１０に示すように、凸形状のリブ２１３，２１８は、アンテナプレート２１５
の表面と裏面とで重ならない位置に配置される。
【００９０】
　凸形状のリブ２１３，２１８（図１０）は、凸形状であればどのような形状でもよい。
押圧時の防水型両面テープ２１４，２１９の損傷回避のため、図１０に示すように、半円
形状のような曲面であることが好ましい。
【００９１】
　防水型両面テープ２１４，２１９は、両面接着のシート状密封材である。図８に示すよ
うに、あらかじめ密封しようとする表面の形状に合わせた型抜が施されている。
【００９２】
　次に、アンテナ部１１８の組み立て方法について説明する。
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【００９３】
　支持基板２１０表面には、凸形状のリブ２１３を有する防水壁２１２が形成されている
。また、基板２１６裏面には、凸形状のリブ２１８（図１０）を有する防水壁２１７（図
１０）が形成されている。
【００９４】
　防水壁２１２の上面に第１の防水型両面テープ２１４、アンテナプレート２１５、第２
の防水型両面テープ２１９、基板２１６を順に積層する。
【００９５】
　この状態で基板２１６を上方から押圧する。押圧を受けて、防水壁２１２の上面とアン
テナプレート２１５裏面、及び防水壁２１７の上面とアンテナプレート２１５表面が、防
水型両面テープ２１４，２１９によりそれぞれ粘着される。
【００９６】
　凸形状のリブ２１３，２１８（図１０）が、当接箇所において防水型両面テープ２１４
，２１９を特に強く押圧する。防水型両面テープ２１４，２１９は、凸形状のリブ２１３
，２１８（図１０）の当接箇所において強い応力を受け、少し変形しながらアンテナプレ
ート２１５の表裏に強く密着する。防水型両面テープ２１４，２１９（図１０）は、凸形
状のリブ２１３，２１８（図１０）とアンテナプレート２１５とに挟まれて強い力で押圧
される。これにより、防水型両面テープ２１４，２１９の密着性が向上し、従って防水型
両面テープ２１４，２１９の粘着性も向上させて、優れた密閉性を確保することができる
。
【００９７】
　また、凸形状のリブ２１３，２１８（図１０）は、その凸部形状が防水型両面テープ２
１４，２１９の捩れ・気泡・隙間などの負要素を吸収するので、確実な密閉性が可能にな
る。
【００９８】
　このように、表裏二面の防水構造を有するアンテナ部１１８において、優れた密閉性を
確保することができる。
【００９９】
　以上のように、本実施の形態によれば、携帯端末装置１００は、カメラ部１１３、スピ
ーカ部１１４、充電端子部１１６、キー操作部１１７、アンテナ部１１８、メインディス
プレイ１２１、及びサブディスプレイ１２２の防水構造として、防水型両面テープをエッ
ジ状の突起で押圧する凸形状のリブを有する。例えば、サブディスプレイ１２２は、ディ
スプレイ開口部１５１ａを有するディスプレイユニット１５１と、ディスプレイユニット
１５１表面に形成された凸形状のリブ１５３を有する防水壁１５２と、凸形状のリブ１５
３を有する防水壁１５２の上面とサブディスプレイ外装ケース１５５内面とを粘着する防
水型両面テープ１５４とを備える。組み立て時に、サブディスプレイ外装ケース１５５を
上方から押圧すると、防水壁１５２の上面とサブディスプレイ外装ケース１５５内面とが
、防水型両面テープ１５４により粘着されるとともに、凸形状のリブ１５３が、その頂部
において防水型両面テープ１５４を特に強く押圧する。これにより、防水型両面テープ１
５４の密着性が向上し、従って防水型両面テープ１５４の粘着性も向上させて、優れた密
閉性を確保することができる。以上の機能は、カメラ部１１３、スピーカ部１１４、充電
端子部１１６、キー操作部１１７、アンテナ部１１８及びメインディスプレイ１２１にお
いて同様である。本実施の形態では、各部において確実な防水性が実現される。
【０１００】
　また、凸形状のリブ１５３は、凸部形状の高さ（突出部）によって防水型両面テープ１
５４に生じる捩れを防ぐことができる。同様の理由で、凸形状のリブ１５３は、防水型両
面テープ１５４に生じる気泡・隙間などを適切に逃がすことができる。これにより、確実
な密閉性が可能になる。
【０１０１】
　また、防水型両面テープ１５４を使用しているので、ケースと所定部品とをゴムパッキ
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ンなどの密閉材料で圧接する方法に比べて、ケースや部品の強度が低くても、また狭い隙
間にも優れた密閉性を確保することができる効果がある。
【０１０２】
　したがって、十分な防水構造を確保しつつ、携帯端末装置の小型化・薄型化を実現する
ことができる。
【０１０３】
　以上の説明は本発明の好適な実施の形態の例証であり、本発明の範囲はこれに限定され
ることはない。
【０１０４】
　例えば、凸形状のリブは、開口部を有する部材の周囲を環状に取り囲んでいればよく、
少なくとも一つがあればよいが、環状に複数設けることも可能である。
【０１０５】
　また、携帯端末装置１００の防水構造として、カメラ部１１３、スピーカ部１１４、充
電端子部１１６、キー操作部１１７、アンテナ部１１８、メインディスプレイ１２１、及
びサブディスプレイ１２２を例示したが、これら以外の部材に同様の構造で適用できる。
また、これらのいずれか一つ以上に適用してもよいことは言うまでもない。
【０１０６】
　上記実施の形態では、携帯端末装置として携帯電話機の携帯端末に適用した例について
説明しているが、携帯電話機に限らずＰＤＡ等の携帯情報端末、パーソナルコンピュータ
又はその融合された装置、さらにはＭＰ３プレーヤー、ＨＤＤプレーヤー、携帯型ゲーム
機などの携帯機器に適用可能である。
【０１０７】
　また、上記実施の形態では、携帯端末装置という名称を用いたが、これは説明の便宜上
であり、電子機器の防水構造や、携帯電子機器等の電子機器であってもよいことは勿論で
ある。
【０１０８】
　さらに、上記携帯端末装置を構成する各部、例えば筐体の連結構造、凸形状のリブの形
状・材質、その数及び取付け方法などはどのようなものでもよい。また、防水型両面テー
プは、両面粘着テープ、両面粘着シート、あるいは単に両面テープと呼称されることがあ
る。
【産業上の利用可能性】
【０１０９】
　本発明に係る携帯端末装置及び電子機器は、携帯電話機などの電池駆動を行う電子機器
の筐体又は部材の防水構造用途に有用である。また、筐体又は部材に限らず、他の筐体又
は部材の防水構造として各種電子機器に設置することも可能である。
【符号の説明】
【０１１０】
　１００　携帯端末装置
　１１０　第１の筐体
　１１１　リアケース
　１１２　フロントケース
　１１３　カメラ部
　１１４　スピーカ部
　１１５　電池蓋
　１１６　充電端子部
　１１７　キー操作部
　１１８　アンテナ部
　１２０　第２の筐体
　１２１　メインディスプレイ
　１２２　サブディスプレイ
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　１３０　ヒンジ部
　１５１　ディスプレイユニット
　１５１ａ　ディスプレイ開口部
　１５２，１６２，１７２，１８２，１９２，２０２，２１２，２１７　防水壁
　１５３，１６３，１７３，１８３，１９３，２０３，２１３，２１８　凸形状のリブ
　１５４，１６４，１７４，１８４，１９４，２０４，２１４，２１９　防水型両面テー
プ
　１５５　サブディスプレイ外装ケース
　１６１　メインディスプレイユニット
　１６１ａ　ディスプレイ開口部
　１６５　表示パネル
　１７１　キーシート支持基板
　１７１ａ　キーシート
　１７５　キートップ
　１８１　充電端子開口部
　１８５　電極
　１８６　コネクタハウジング
　１９１　スピーカ開口部
　２０１　カメラユニット
　２０１ａ　カメラ開口部
　２０５　レンズ保護キャップ
　２０６　カメラ部外装ケース
　２１０　支持基板
　２１１　給電端子開口部
　２１５　アンテナプレート
　２１５ａ　開口溝
　２１６　基板
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